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r7物価_繰越

9,385                          9,385                                             

45,160                        -                                                  

2,052                          10,750                                           

-                               -                                                  

34,410                                           

-                                                  

-                               -                                                  

-                               45,160                                           

-                               1,164                                             

-                               888                                               

-                               -                                                  

3,636                                             

9,385                          -                                                  

45,160                        

-                               

2,052                          -                                                  

-                               -                                                  

56,597                        -                                                  

-                                                  

-                               -                     60,233                                           -                              

総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支援枠
等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支援枠
等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  151,860  150,584  9,385  45,160  2,052  -  11,987  82,000 1,276 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万
円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○
令和６年度滑川町住民税非課税
世帯等に対する物価高騰対策給
付金給付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  47,212  47,212  -  45,160  2,052  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　1,389世帯×30千円、子ども
加算　161人×20千円、、定額減税を補足する給付（うち不足額給
付）の対象者　3,592人　(61,940千円）　　のうちR7計画分
事務費　2,052千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務
委託料　人件費　その他　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（1,389世帯）、定額減税を補足
する給付（うち不足額給付）の対象者数（3,592人）

－ ○ － R7.3 R7.12
対象世帯に対して令和7年3月までに支給を開
始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

ホームページ、広報誌 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の給付
費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

滑川町物価高対策生活支援給付
金事業

Ⅰ．生活の安全保障・
物価高への対応

○
①食料品の物
価高騰に対す
る特別加算

④消費下支え
等を通じた生活

者支援
 82,000  82,000  82,000  10,000

①物価高騰対応のための緊急支援対策が必要なことから、緊急か
つ迅速に支援金を給付することで、物価高騰による影響を緩和し、
生活者に対する食料品の支援を図る。
②給付費、需用費、役務費、委託料、職員人件費
③【給付金】
給付見込対象者18,000人×4千円＝72,000千円
　【事務費】
通信運搬費：140円×9,000世帯×2（往復）＝2,520千円、封筒代：30
円/枚×20,000枚＝600千円、振込手数料：150円/件×9,000世帯＝

－ ○ － R8.2 R8.3 R8.4以降
基準日に住民登録がある全住民に対し給付す
る。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

対象分野に関連しな
い

HP及び広報により周知

計画に関する諸条件 キ
算出の根拠となる事業の確定等の調整のために不
測の日数を要し、計画を再検討した結果、交
付対象事業の完了が令和9年３月下旬となるため。

R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合は、１
つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列で当該推奨
事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以降に
記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 保育所等物価高騰対策給付事業 米国関税措置 ○

⑤医療・介護・
保育施設、学校
施設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策支
援

 2,554  1,278  1,278  1,276

①物価高騰対応事業として、物価高騰に伴う保育所等の負担を軽減
するため、電力、ガス及び食材料費の価格上昇相当分を給付し、保
育所等の運営の安定化を図る。
②放課後児童クラブ・保育施設等
③
1.放課後児童クラブ物価高騰対策給付事業（町内放課後児童クラブ
13か所）
　高圧電力　単価900円×総定員16名＝14,400円
　低圧電力　単価200円×総定員390名＝78,000円
　都市ガス　単価40円×総定員90名＝3,600円
2.保育所等物価高騰対策給付事業（町内保育施設（認可・認可外）９
園）
　高圧電力　単価1,800円×総定員315名＝567,000円
　低圧電力　単価720円×総定員327名＝235,440円
　ガス（LPガス）　単価100円×総定員631名‐減算1,500円×8施設＝
51,100円
　食材料費　単価2,500円×総定員642名＝1,605,000円
負担割合  県:1/2 町:1/2（充当先：県補助金）
④町内放課後児童クラブ13か所、町内保育施設（認可・認可外）９園

－ － － R7.6 R8.3

全補助対象施設（全22施設）に補助金を交付
（内訳）
放課後児童クラブ　13施設
保育施設（認可・認可外）　9施設

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・認
定こども園等

HP及び広報により周知 R7補正（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
水道料金減額に係る水道事業会
計臨時補助事業（令和６年度補正
充当分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

水道料金基本料金の２ヶ月を減免すること
で、エネルギー価格や物価高騰等の影響に
よる経済的負担を生活者や事業者に対して、
広く軽減を図ることができる。

 9,385  9,385  9,385  -

①水道料金のうち基本料金を減免し、エネルギー価格や物価高騰等
の影響を受けている個人・事業者への経済的な支援を行う。
②水道事業会計へ補助し、基本料金減免額及び事務費を対象経費
とする。
③水道料金基本料金
     10月～11月検針分：14,000千円
　 水道料金調定システム一括データ処理費用：300千円
　 総事業費14,300千円のうち令和６年補正充当分9,385千円
④滑川町水道事業（水道使用者　個人及び団体）（公共施設を含ま
ない）

－ － － R7.9 R7.12
個人・事業者の経済的支援の為、対象となる水
道料金基本料金について100％減免する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

HP及び広報により周知 R7補正（地）

8 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
水道料金減額に係る水道事業会
計臨時補助事業（令和７年度予備
費充当分）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

水道料金基本料金の２ヶ月を減免すること
で、エネルギー価格や物価高騰等の影響に
よる経済的負担を生活者や事業者に対して、
広く軽減を図ることができる。

 4,915  4,915  4,915  -

①水道料金のうち基本料金を減免し、エネルギー価格や物価高騰等
の影響を受けている個人・事業者への経済的な支援を行う。
②水道事業会計へ補助し、基本料金減免額及び事務費を対象経費
とする。
③水道料金基本料金
     10月～11月検針分：14,000千円
　 水道料金調定システム一括データ処理費用：300千円
　総事業費14,300千円のうち令和７年度予備費充当分4,915千円
④滑川町水道事業（水道使用者　個人及び団体）（公共施設を含ま
ない）

－ － － R7.9 R7.12
個人・事業者の経済的支援の為、対象となる水
道料金基本料金について100％減免する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

HP及び広報により周知 R7補正（地）

9 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
滑川町環境保全型農業推進事業
費緊急支援補助金事業

米国関税措置 ○
⑥農林水産業
における物価高
騰対策支援

 645  645  645  -

①物価高騰が続く中で、農業者へ箱施用薬剤の購入補助を行うこと
で、農業経営を維持する。
②農業者への薬剤購入補助
③1,290袋（1袋＝1kg）×500円（645千円）
④農業者（水稲育苗箱施用薬剤購入者）

－ － － R7.12 R8.3
対象の全農家に対し令和８年３月までに補助す
る

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 農林水産・食品分野 HP及び広報により周知 R7補正（地）

10 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 介護保険利用者負担額軽減事業 米国関税措置 ○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世帯
支援

 5,149  5,149  5,149  -

①介護保険利用者負担額支給要綱に基づき、介護保険のサービス
を利用している方に対して、物価高騰の影響による経済的な負担を
軽減するため、利用者負担額の３０％を支給する。
②介護保険利用料（高齢介護サービス費を差し引いた額での算定）
③第１号被保険者（６５歳以上）のうち、保険料の第１・２・３段階の方
及び第２号被保険者（４０歳から６４歳)のうち、町民税非課税世帯の
方
　36,778円/人（平均）×140人＝5,148,920円
④第１号被保険者（６５歳以上）のうち、保険料の第１・２・３段階の方
及び第２号被保険者（４０歳から６４歳)のうち、町民税非課税世帯の
方

－ ○ － R7.4 R8.3 利用料支給対象者の９０％以上に給付する。 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

町HPにより周知 R7当初（地）

                                               145,262

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等ふまえ

た対応について記載

小計　交付限度額④

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通知の発出
状況に定義されている対象分野)

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年12月通知分）

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期

事業終期

※可変部分
※この他は変え
られません。

成果目標（可能な限り定量的指標を設定）

82,000                       

支援開始時期

※可変部分
※この他は変え
られません。

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

　

【
Ｒ
６
経
済
対
策
等

】
差
押
禁
止
法
の
対
象
範
囲
　
※
事
務
連
絡
参
照

-                                                              

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費 82,000                                                      

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

Ｎｏ

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                                              

臨時の措置である
ことが分かる事業
名称としている

国
の
予
算
年
度

Ｃ

（単位：千円）

2,052                                                        

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

6,665                         
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

11,987                                                      

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

令和７年度既配分額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

移替先

5,688                                             

特定事業者等支
援

個人を対象とし
た給付金等

自治体での予算区分国の重点支援地方交付金が活用されている旨の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分野」
「中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備」に

おける細分化項目

※記載は不要

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えることが見込

まれる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえ
た各省庁の通知の
発出状況に定義さ
れている対象分野)

エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

82,434                                                              

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用） -                                                                                

82,434                                                                        

82,000                                                                        

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額
※事務連絡は該当団体のみに通知 -                                                                                

交付限度額計 231,332                                                                       

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

82,000                       

82,000                       

小計　交付限度額（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも関連す

る場合は、M～O列に追加で選択してください。

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

配分予定額計

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計
（R7予備費分）

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）

Ｂ
※参考

都道府県区分

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計
※事務連絡は該当団体のみに通知

6,665                         

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

-                               

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分） 6,665                                                                          

小計　交付限度額（R7予備費分） 6,665                                                                          

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分） 164,434                                                                       

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 63,287                                                                        

小計　交付限度額（R7経済対策分） 164,434                                                                       

6,665                         

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）担当者氏名

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費 45,160                                                      

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 63,287

63,287                       

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費に
臨時交付金を
充当していな

い

枠

総務政策課担当部局課名 9,385                                                        

11341

【11_埼玉県】

11341_埼玉県滑川町

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

地
方
単
独
事
業

「推奨事業メニュー例よりも更に効果があ
ると判断する地方単独事業」を選択した場
合の、より効果があると考える理由

交付対象事業の名称 経済対策等との関係
総事業費

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                               


